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第１ 点検・評価にあたって 

１ はじめに 

  「荒尾市民病院第二期中期経営計画」（以下、「第二期計画」という。）は、平成   

２７年３月に総務省において策定された「新公立病院改革ガイドライン」（以下、「新

ガイドライン」という。）を踏まえ、平成２８年度から平成３２年度までを計画期間

として、荒尾市民病院において平成２９年３月に策定されたものである。 

  新ガイドラインにおいては、公立病院改革の目的として、「公・民の適切な役割分

担の下、地域において必要な医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定し

た経営の下でへき地医療・不採算医療や高度・先進医療等を提供する重要な役割を継

続的に担っていくことができるようにすること」と位置付けられ、同時に、「公立病

院改革ガイドライン」（以下、「前ガイドライン」という。）による改革を継続しつつ、

医療法に基づき都道府県が策定する地域医療構想の検討及びこれに基づく取組と整

合的に行われる必要があることが基本的な考え方として掲げられている。 

新ガイドラインで示された内容においては、地域医療構想は、各地域の医療提供体

制の将来の目指すべき姿を明らかにするものであることから、各公立病院の果たす

べき役割は、この地域医療構想を踏まえたものでなければならず、今般の公立病院改

革は、これまでの「経営効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」に、

「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」を加えた４つの視点に立って改革を進め

ることを求めている。 

一方で、荒尾市民病院は、近年の医療制度改革や荒尾市財政の硬直化など、負の要

因が増大し、累積欠損金も平成２０年度末で約４２億５千万円に達するなどの厳し

い経営状況の中、前ガイドラインを踏まえた、平成２１年度から平成２５年度  ま

でを計画期間とした荒尾市民病院中期経営計画（以下、「第一期計画」という。）を平

成２０年１２月に策定し、平成２１年８月には外部有識者、医療関係者、市民などで

構成する「荒尾市民病院あり方検討会」（以下、「本検討会」という。）を設置し、様々

な観点からそのあり方について議論を進めるなど、荒尾市民病院が地域において、真

に必要とされる病院として、さらには安定した経営のもとで良質な医療を継続して

提供できる病院となるために、荒尾市民病院と市行政において、これまでも改革の取

組が展開されてきたものであり、第一期計画の実施状況に関する点検・評価の５年間

の総括においても、平成２１年度以降の改善トレンドが確実に定着しており、経営管

理体制に改善マインドが醸成され定着していると評価できるものであった。 

今回の新ガイドラインにおいても、前ガイドライン同様、第二期計画の実施状況を

概ね年１回以上点検・評価・公表するよう求めており、本検討会において、平成２８
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年度の実施状況について点検・評価を実施したものである。 

 

２ 点検・評価の目的 

  第二期計画の目標設定の考え方を検証・確認した上で、荒尾市民病院が一般会計か

らの経費負担に見合って、地域医療の確保の上で期待される役割を果たしているか

否かという観点に立ち、第二期計画の実施状況の点検・評価に当たるものとする。 

  具体的には、第二期計画がどの程度進捗しているのか、目標が達成できなかった場

合の原因は何か、今後の改革をどのように進めるか等について、その妥当性を検証

し、意見を述べるものとする。 

 

３ 点検・評価の方法 

  点検・評価にあたっては、本検討会において、第二期計画の内容を確認した上で、

荒尾市民病院の取組状況や概要等について、病院及び市行政から説明を受けるもの

とする。 

  第二期計画に掲げられている具体策については、実績や収支決算状況を確認し、市

民の視点、客観的な立場に立って、実施状況等を慎重に検証し、報告書に取りまとめ

るものとする。 
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第２ 平成２８年度実施状況に関する点検・評価結果について 

１ 総合的な評価及び意見 

（１）地域医療構想を踏まえた役割の明確化の視点 

荒尾市民病院においては、これまでも地域の中核病院として民間医療機関では

提供困難な高度医療、救急・小児・周産期・災害医療などの不採算・特殊部門に

関わる医療や、感染症医療等の政策的医療を提供してきたものであるが、第二期

計画においては、地域医療構想を踏まえた上で、第一期計画はもとより、新病院

建設基本構想、新病院建設基本計画（案）、本検討会からの提言等から、本院の果

たすべき役割が改めて示されたところである。 

その中にあって、災害拠点病院及び地域救命救急センターの指定を目指すこと

については、第７次有明地域保健医療計画にも記載されているところであるが、

特に救急医療については、救急科医師１名が増加し、救急車搬送件数は平成２７

年度 1,999件から、平成２８年度は 2,358件へと１８％の増加、そのうち、重症

事例数については、平成２７年度の 317件が平成２８年度には 399件へと２６％

の増加となっている。 

また、本院は平成２８年度の有明消防本部管内の救急搬送の約３割（３３．７％）

を受け入れているが、重症事例については約４割（３９．４％）を受け入れてお

り、現在でも本院が継続して有明医療圏において重篤な疾患に重点的に取り組ん

でいるものと判断できる。 

地域救命救急センターを作るということは、全県における３次救急の拠点を作

ることになり、県境の荒尾市においては、圏域外（福岡県側等）からの患者を受

け入れることなども考えられることから、今後、新病院の開院へ向け、医師・看

護師等の確保や累積欠損金の解消など、指定に向けた取組みをさらに充実させて

いただきたい。 

地域包括ケアシステムの構築に向けた本院の果たすべき役割については、医師

会や薬剤師会、看護協会等各種関連団体と各種勉強会や研修会を通じて、協力・

推進が図られているところである。 

地域医療連携機能として、平均在院日数（16.0日）、紹介率（67.8%）、逆紹介

率（115.7%）ともに、目標に対して上回っている状況であり、地域の医療機関や

施設等との連携強化を図り、「地域医療支援病院」として、有明医療圏における

地域完結型医療体制の確立に向けた取組が進められている。今後はより一層入退

院支援機能を充実し、地域の中での本院の役割を確立していただきたい。 

これらの役割を果たすための必要な経費についての一般会計との負担区分に

ついては、第二期計画策定にあたり、一般会計と病院事業会計間での新たな繰出

基準を定め、毎年の変動に合わせて調整ができる形でのルールが再設定されたも

のであり、本院が地域医療の確保といった役割を果たすことができるよう、病院

及び市行政が一丸となって取り組む姿勢が伺えるものである。 
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（２）経営効率化の視点 

第二期計画の初年度にあたり、医師数については増減がなかったが、循環器内

科医師１名及び救急科医師１名が増員となり、救急医療等の更なる強化や医業収

益の増収に繋がったものと考えられる。 

また、認定看護師や認定技師等の修得支援により医療スタッフの充実を図ると

ともに、院内保育所の運営や医療秘書の採用、非常勤医師等の雇用を維持し、業

務負担の軽減等に努め、医療の質の向上と病院職員が働きやすい環境づくりが着

実に進められている。 

 一方では、基幹型臨床研修病院として２名、協力型として９名の研修医の受け

入れや、医学生８名、看護学生１０名が奨学生として奨学金制度を活用するなど、

将来を見据えた医師、看護師の確保にも取り組まれており、経営基盤の安定に繋

がる、医療の充実と収益部門の改善に効果が見受けられた。 

次に、患者数の動向であるが、入院患者数については、年間延べ 83,028人（一

日平均 227.5 人）で前年度に比較して、404 人（0.5%）増加し、外来患者数は、

年間延べ 89,914 人（一日平均 370人）で前年度と比較して 2,967人（3.4%）増

加している。 

収益的収入については、決算額が 6,213 百万円であり、前年度と比較し、184

百万円（3.1%）の増収となり、内訳は、入院収益が 3,926百万円（患者一人一日

当たりの診療報酬：47,288 円）、外来収益が 1,564百万円（患者一人一日当たり

の診療報酬：17,400円）であり、前年度と比較しても、共に増加している。 

 収益的支出については、人事院勧告や、熊本地震により被害を受けた熊本市民

病院から受け入れによる人件費の増及び高度医療の為の診療材料費の増加によ

り、決算額が 5,803百万円となり、前年度と比較し、161百万円（2.9%）の費用

増となったが、収益増に伴うものであり、そうした中で、経費、支払利息等は減

少が見られた。 

その結果、平成２８年度決算については、増収・増益となり、411百万円の純

利益が発生し、前年度繰越欠損金 1,674百万円（累積欠損金比率：30.5%）から

1,263百万円（累積欠損金比率：21.6%）に改善し、不良債務額については、平成

２８年度で解消したものであり、前年度及び当該年度計画目標に対して、いずれ

も良好な結果が表れていることについては、評価できる内容である。 

一方で、決算内容を掘り下げて検証した場合、第二期計画に示された KPI（Key 

Performance Indicator＝重要業績評価指標）の達成状況を見ると、最重要指標で

ある経常収支比率については、目標値を上回る改善を示しているが、病床利用率

が達成されておらず、第二期計画が目指す方向性での経営効率化の達成までには

至らない結果である。 

一般的に、平均在院日数を短縮しようとすれば、病床利用率が下がり、収益自

体も悪化させる可能性があるという背反関係にあり、舵取りのバランスが難しい

中において、どちらの指標についても概ね改善傾向が継続している点については、
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平均在院日数の短縮のみに偏ることなく、病床利用率の向上に対する意識も高か

ったものであり、改革のマインドが醸成されているものと評価できるところであ

る。しかしながら、病床利用率は、入院収益との相関関係からすると目標達成が

強く求められる指標であり、急性期病床の効率的な活用の観点から平均在院日数

を短縮した上で更なる病床利用率向上に引き続き努力する必要がある。 

また、荒尾市の生活圏、経済圏は大牟田市と密接な関係であり、有明医療圏域

だけを見るのではなく、もっと大きな視点で医療需要に応えるサービスを提供し

なければならない。そのためにも、医師をはじめ、看護師等メディカルスタッフ

の確保は最重要であり、包括的連携協定を結び高齢者大規模認知症コホート研究

の実績もある熊本大学や、地域の看護大学や看護学校との関係強化・連携をより

密接に行っていかなければならない。 

さらに、今後の少子高齢化の中で、KPI の向上及び目標達成に努力し、また、

「経営基盤の安定化」を図る上では、患者やスタッフが来たいと思える魅力ある

病院づくりが必要である。そのためにも、早急に新病院建設を進めていただきた

いところである。 

 

表１ KPI（重要業績評価指標）の達成状況     ○：達成 ×：未達成 

区 分 
平成２７年度

実 績 

平成２８年度 
達成度 

目 標 実 績 

経常収支比率 103.3% 101.7% 107.1% ○ 

医業収支比率 100.1% 96.6% 104.4% ○ 

職員給与費対

医業収益比率 
60.5% 60.6% 49.6% ○ 

材料費対 

医業収益比率 
20.8% 22.2% 21.6% ○ 

病床利用率 82.4% 86.5% 83.0% × 

平均在院日数 16.7 日 17.5日 16.0日 ○ 

 

※経常収支比率については、繰入金を含む病院の収益性を示し、100%で収支均衡

するが、「経営健全化」のためには、100%超が必須となる。 

※医業収支比率については、医業費用が医業収益で賄われるか、また、どの程度の

収益率をあげているかを見るものであり、100%で収支均衡するが、「経営効率化」
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のためには、100%超が必須となる。 

※職員給与費対医業収益比率については、経営上、数値が小さいほど良いが、退職

給与金の支給の多寡で年度比率に影響を与えることとなる。 

※材料費対医業収益比率については、経営上、数値が小さいほど良く、費用削減に

貢献する指標である。 

※病床利用率については、病床利用率が過去３年連続して 70%未満の病院は病床

数等を抜本的に見直すこととなる。 

※平均在院日数については、DPC 制度導入に関連し、短縮を図ることにより、収

入増につながるものである。 

 

 

（３）再編・ネットワーク化の視点 

現時点では、二次医療圏である有明医療圏において、地域完結型医療体制があ

る程度整えられている状況であり、また、現在の経営状況に鑑み、病院の統廃合

といった「再編」は現実的ではないと考えられる。 

しかし、「ネットワーク化」については、社会保障制度改革国民会議報告書に

もあるように、今後の医療のあり方が、地域全体で治し、支える「地域完結型」

の医療、すなわち、医療と介護、さらには住まいや自立した生活の支援までもが

切れ目なくつながる医療を目指す方向性が示されている中、医療サービスの提供

者間のネットワーク化は必要不可欠である。 

そのため、今後、加速度的に進展する高齢化や、生活圏を一にする福岡県大牟

田市を含めた有明医療圏における、将来的な医療需要や地域の受療動向等を勘案

しながら、「新病院建設基本構想」において荒尾市民病院が求められる役割や機

能を定めたところである。 

平成２８年度においては、神経内科の入院患者の増加に伴い、早期の転院を促

すため、大牟田地域も含めての逆紹介を増加し、各医療機関との協力体制を強化

したことで、結果として有明地域医療連携ネットワークの拡大にも繋がったもの

である。 

本院の役割に基づいて、今後も近隣の中核病院や診療所、さらには、介護や住

まい、生活支援サービスについても連携体制の強化を図り、互いに不足している

機能を補完し、それぞれの役割を充実・強化することで、地域完結型の医療を実

現していくことが求められる。 

 

 

（４）経営形態の見直しの視点 

  平成２１年４月から地方公営企業法を全部適用し、病院事業管理者を中心に経
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営改善に向けた取組が進められているところであり、現在までの経営状況を見る

限りにおいては、改善傾向が定着していると考えられる。 

しかしながら、地方公営企業法全部適用では地方自治法、地方公務員法の適用

を受けるため、民間的経営手法の導入には一定の制限がある。 

一方で、一般地方独立行政法人へ移行することで、人事管理や業務執行におけ

る機動性や弾力性の面で、経営の自由度が増す等のメリットはあるものの、移行

に当たっての大きな課題として、累積欠損金の解消が挙げられる。過去には最大

で４２億円以上あった累積欠損金が、平成２８年度決算においては、1,264百万

円にまで順調に減少しているところではあるが、それでも累積欠損金を解消する

ための繰出金が市に与える影響は決して小さくはないため、本院が累積欠損金を

自ら解消又は更に圧縮した後に移行することが望ましいと考えられる。 

加えて、新病院の開院時という重要な時期に、非公務員化による職員の流出リ

スクを抱えるべきではなく、以上のことから、新病院開院時に経営形態の変更は

行わず、累積欠損金解消の見通しが立つ時期に、一般地方独立行政法人（非公務

員型）への移行について再検討を行うべきと考える。 

 

 

（５）まとめ 

平成２８年度の第二期計画の取組に関しては、引き続き、全国的な医師や看護

師の不足・偏在が見受けられる状況の中、医師数については増減がなかったもの

の、循環器内科医師１名及び救急科医師１名が増員となり、医業収益の増収等に

繋がった。また、医療スタッフの充実や業務負担の軽減等に努め、医療の質の向

上と病院職員が働きやすい環境づくりが着実に進められている。 

また、基幹型臨床研修病院として２名、協力型として９名の研修医の受け入れ

や、医学生８名、看護学生１０名が奨学生として奨学金制度を活用するなど、将

来を見据えた医師、看護師の確保にも取り組まれており、経営基盤の安定に繋が

ったものである。 

平成２８年度決算値においても、医業収益が 5,864 百万円であり、対前年で

383 百万円の増加、対目標で 50 百万円の増加と良好な結果が出ており、最終利

益についても 411 百万円であり、対前年で 24百万円の増加、対目標で 311百万

円の増加となり、利益面でも良好な結果が出ている。 

さらには、管理会計の手法として、損益分岐点の分析による次年度の経常収益

管理を行い、経営戦略などをきめ細やかに検討した結果、利益が出やすい経営体

制を構築することができたことについては、第一期計画から更に進捗した部分で

あり、効率的な経営と評価できるものである。 

平成２８年度決算においては、増収増益となり、累積欠損金は 1,263 百万円（累

積欠損金比率：21.6%）へと改善し、不良債務額も解消しており、増収・増益の

結果、最重要 KPI である経常収支比率が目標値を上回る一方で、病床利用率の
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みが達成されていないところである。病床利用率は、入院収益との相関関係から

すると目標達成が強く求められる指標であり、急性期病床の効率的な活用の観点

から平均在院日数を短縮した上で更なる病床利用率向上に引き続き努力する必

要がある。 

また、経営管理体制に改善マインドが醸成されていると評価できるとはいえ、

10 億円を超える累積赤字を抱える中で、新病院建設を見据え、今後の経営戦略

などを更にきめ細やかに検討し、現実的で持続可能な経営体制を維持していくこ

とも求められる。 

こうした課題に真摯に向き合い、丁寧に一つひとつの解決策を見つけながら、

将来に向かって、荒尾市民病院が健全な運営のもと、安定的かつ自律的な経営の

下で良質な医療を継続して提供できる体制を構築し、地域住民に愛され、患者や

スタッフが来たいと思える魅力ある病院になるとともに、当地域にふさわしい医

療が展開されるよう願うものである。 

 

 

 

 

参考：KPI（重要業績評価指標）の推移 
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大 中

１．当院の目指すべ
き姿
　１　基本理念・方針

（１）「地域住民の信
頼に応える病院」

①→
②↑
③→
④→
⑤→

1-1-(1)-①

→ 1-1-(1)-②

①↑

②→
1-1-(1)-③

平成２８年度荒尾市民病院第二期中期経営計画評価調書   【達成度】↑計画以上の実績　→計画どおりの実績 ↓計画を下回る実績

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

① 地域の中核病院として、24 時
間365 日、総合的な診療体制の
維持

①高度医療、不採算・特殊部門に
関わる医療や感染症医療等の政
策的医療の充実
②がん、脳卒中、急性心筋梗塞
への対応の充実
③運動器疾患、消化器疾患、腎
臓疾患等への対応の充実
④呼吸器疾患への対応の拡充
⑤歯科口腔外科新設の検討

①②③診療科数：25診療科の維
持・充実（循環器内科１名、救急
科１名増加）
看護体制：7対1の維持・確保
平均在院日数：16.0日
④⑤今後も大学医局等への継続
的な要請を行い、常勤体制を目
指す（歯科口腔外科については
新病院開院時）

② 安心して、必要な急性期医療
と高度医療が受けられる病院

急性期病院として、重症な患者、
難易度の高い手術への対応等、
高度医療を提供する

・手術件数
H26 1,199　H27 1,233 H28 1,226
・高度医療機器の導入
H28 血管造影装置、MRI

③ 快適な療養環境の提供 ①プライバシーの確保やバリアフ
リーにする等、患者にとって快適
な療養環境の整備
②スタッフの接遇（挨拶・言葉遣
い等）の更なる向上

①平成28年度、オストメイト用トイ
レの検討を開始し、平成29年度に
設置
②継続的に接遇委員会を中心に
研修等を実施
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

①→

②↑

③→

1-1-(1)-④

→ 1-1-(1)-⑤

①相談支援センターを中心に地
域連携の更なる推進を目指し、各
職種共同で患者サービスの向上
に努める
②健診受診者数
H26 5,618人 H27 5,425人
H28 5,352人
大規模認知症コホート研究協力
総被検者数 1,500人超
MRI撮影等に協力
③新病院開院時に、地域コミュニ
ティーやまちづくりに資する環境
やサービスの確保を目指す

・患者アンケートに関して、毎月院
内の会議で検討し、対応可能なも
のについて改善実施
・花壇の管理、院内の生け花、患
者図書室運営等にボランティアに
参加していただき、協働の病院づ
くりを行なっている

④ 保健、医療、福祉における切
れ目のないサービスの連携と提
供

⑤ 市民の声を幅広く取り入れる
「市民がつくる」病院づくり

①急性期医療を担うだけではな
く、地域に不足している急性期後
や回復期の機能を担い、慢性期、
維持期との円滑な連携、介護や
住まい、生活支援サービスの連
携体制の強化
②健診部門（健康管理センター）
を強化し、特定健診やがん検診な
どの各種健診事業や大規模認知
症コホート事業に積極的に取り組
む
③様々なサービスを提供し、健康
な方々も利用できるような環境の
確保、地域コミュニティーやまちづ
くりへの貢献

市民の要望を積極的に病院づくり
に生かし、また、現在も患者図書
室の管理をはじめ一部で市民が
参加する院内ボランティアなど、
協働の病院づくりを推進する
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

（２）「やりがいを持
てる魅力ある病院」

①↑

②↑

③↑

④↑

1-1-(2)-①

（３）「地域医療を支
え環境にやさしい病
院」

→ 1-1-(3)-①

① 就労環境と医療の質を確保
し、医師・看護師等を引き寄せる
病院

①スタッフの休憩室等の設置や
産休・育休、短時間勤務等による
子育て世代への配慮、非正規雇
用者等の処遇改善を実施し、働き
やすい環境づくりを行う
②お互いを尊重できる風土づくり
と温かい心を持った医療人の育
成を図る
③公正な人事評価制度を構築
し、努力や頑張りが適正に評価さ
れる仕組みを作る
④院内の医療従事者への教育、
研修の充実を図るとともに、臨床
研修医や各種実習生、再就業を
目指している潜在看護師等、ま
た、地域の医療従事者を対象に、
個別の教育プログラムを展開する

①②③④人事等に関する規程の
制定、改正
イ、荒尾市病院事業職員育児休
業介護休業規程の制定
ロ、荒尾市病院事業職員勤務時
間等規程の一部改正
ハ、「荒尾市民病院子育て支援行
動計画」として5か年計画を策定
ニ、「仕事と家庭の両立支援制度
に係るQ＆A」発行

地方公務員法に基づく人事評価
制度の本格実施

① 災害時にも必要な医療を続け
ることができる病院

災害に強い施設整備と病院版Ｂ
ＣＰ〈事業継続計画〉の策定、ヘリ
ポートの設置など、大災害時にお
ける広域からの患者の受入にも
対応できる体制を整え、災害拠点
病院の指定を目指す

BCPの策定については、平成28
年度院内のコンセンサスを得て、
策定に着手
平成29年度完成を目指す
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

①→

②→

③→

④→

⑤→

⑥→

1-1-(3)-②

↑ 1-1-(3)-③

② 地域を守るための体制づくり ①地域医療支援病院としての安
心できる地域医療のコーディネー
ト
②三次医療や高度先進医療を担
う医療機関との連携、有明医療圏
や大牟田市内の基幹病院との医
療連携体制の強化、それぞれの
病院の特長を生かした役割分担
の推進
③「医療福祉相談室」を強化によ
る、入退院に関する各種相談など
へワンストップ対応できる組織整
備
④「地域医療連携室」の体制や活
動を強化、患者の紹介・逆紹介の
推進、地域の医療機関との施設
共同利用による医療連携の更な
る促進
⑤荒尾市在宅医療連携拠点（在
宅ネットあらお）との相互連携によ
る、急性期から慢性期や在宅医
療への円滑な移行、施設等入所・
在宅医療患者の急性増悪へ対応
できる体制の構築
⑥地域包括支援センターや保健
センター等との相互連携による、
医療、介護、福祉、保健の多職種
連携の強化

①②③④⑤⑥患者の紹介 逆紹
介の推進
紹介率
H26 56.2% H27 59.8% H28 67.8%
逆紹介率
H26 89.9% H27 104.0% H28
115.7%

③ 情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 ＩＣＴを活用した地域医療連携シス
テムを構築し、検査や服薬等の診
療情報を共有することで、地域の
医療機関と連携した患者フォロー
アップを行い、医療の質を高める

既存の①、②に加え、③を追加
①有明地域連携システム（ありあ
けネット）　②福岡県医師会診療
情報ネットワーク（とびうめネット）
③熊本県地域医療等情報ネット
ワーク（くまもとメディカルネット
ワーク）
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

↑ 1-1-(3)-④

（４）「経営基盤が安
定し地域を守り続け
る病院」 ①↑

②↑
1-1-(4)-①

　２　担うべき医療機
能（5 疾病5 事業
等）

（１） がん

①→

②→

③→

1-2-(1)

（２）脳卒中

①↑

②→
1-2-(2)

④ CO2 削減等の環境対策や消
費エネルギーを抑えたエコロ
ジー施設

地域環境に配慮したエネルギー
対策や廃棄物等の減量化を進め
る

院内の蛍光管について、病棟廊
下等常時点灯している箇所につ
いては、可能な限りＬＥＤ管に交
換

①地域がん診療連携拠点病院と
しての先進的ながん医療の導入
や集学的治療の充実、緩和ケア
機能の拡充による、外来通院等
在宅での治療の支援
②「がん医療連携室」の機能強
化、がん医療に関する相談支援
及び情報提供並びに地域の医療
機関への支援強化
③地域連携クリティカルパス「わ
たしのカルテ」の活用による、地
域の医療機関医師との診断及び
治療に関する連携協力体制の強
化

①②③「私のカルテ」導入件数
　H28　21件
　運用開始から累計で　90件

① 健全で効率的な経営を行い、
将来の地域医療を支え続ける持
続可能な病院

①医療政策の動向等への柔軟な
対応、全職員の経営意識の向上
を図る
②収益性を確保し、更に良好な療
養環境を提供することで、地域住
民の医療サービスの向上と安定
した経営を両立する

①経常収支比率
H26 105.3% H27 103.3%
H28 107.1%
②医業収支比率
H26 103.4% H27 100.1%
H28 104.4%

①24 時間対応できる体制の維
持、外科的治療および内科的治
療双方の更なる充実、救急患者
への柔軟な対応のための施設の
充実や人員の確保
②患者の術後早期回復を図るた
めのリハビリテーション機能の充
実

①救急車搬送件数
H26 1,849件 H27 1,999件
H28 2,358件
　うち重症事例数
H26 283件 　H27 317件
H28 399件
脳神経外科、神経内科医師数
各2名体制からの変更無し
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

（３）急性心筋梗塞

①↑

②↑
1-2-(3)

（４）糖尿病

→ 1-2-(4)

（５）救急医療

①↑

②↑
1-2-(5)

（６）小児医療

①→

②→
1-2-(6)

（７）周産期医療

→ 1-2-(7)

特定健診件数
H26 293件 H27 256件
H28 254件

他疾患の治療への積極的な多職
種での介入による早期回復促
進、健康管理センターを中心に市
や関係団体とも連携した生活習
慣病予防（特定健診等）の充実

①新生児期から幼児期、学童期、
思春期にいたる小児の一般・身
体的疾患、発達障害についての
診療及びサポート
②医師会や近隣中核病院との連
携強化、地域の小児救急医療体
制の強化

①②医師確保とともに、今後に向
けて取り組んでいく

地域周産期中核病院としての、快
適な出産環境の充実、ハイリスク
分娩にも十分対応できる体制整
備

①②医師確保とともに、今後に向
けて取り組んでいく

①急性心筋梗塞急性期拠点病
院、有明医療圏で唯一、緊急心
臓カテーテル検査に24 時間対応
できる病院としての、施設の充実
や人員の確保
②急性心筋梗塞回復期医療機関
としての、心大血管疾患リハビリ
テーション等の充実

①②心臓カテーテル検査
H26 167件 H27 124件
H28 163件
循環器内科医師数
H26 2人 H27 2人 H28 3人

①救急医療体制維持のための、
救命救急に関する医療資格者の
確保、地域救命救急センターの
指定促進
②二次救急医療の救急告示病院
としての、脳卒中や急性心筋梗
塞、事故による搬送など、二次救
急機能に特化した施設の充実や
人員の確保

①②救急車搬送件数
H26 1,849件 H27 1,999件
H28 2,358件
　うち重症事例数
H26 283件 　H27 317件
H28 399件
救急科医師数　1名増加
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

（８）災害医療

①―

②→

③↑

1-2-(8)

（９）感染症医療

①↑

②→
1-2-(9)

　３　診療体制等 （１）診療科
①→
②→
③―

1-3-(1)

（２）病床数

①→
②→
③→

1-3-(2)

病床構成 ①現在の病床数の維持、必要と
される医療機能の提供
②一般(急性期)病床：230 床程度
③回復期リハビリテーション病床：
40 床程度

①②③現在の稼働病床数（256
床）を維持

①既存診療科の堅持
②呼吸器内科医師の常勤化
③歯科口腔外科の新設

①②③医師確保とともに、今後に
向けて取り組んでいく

①災害拠点病院の指定のため
の、施設の耐震機能強化など、災
害に強い施設整備
②大災害時における広域からの
患者の受入にも対応できる体制
の構築
③水や電気等のライフライン、医
薬品や食料等の災害備蓄の確保

①新病院建設において、強化を
図る
②BCPの策定に着手し、平成29
年度完成を目指す
③熊本地震の反省から職員用の
飲料水及び食料の備蓄を開始

①第二種感染症指定医療機関と
しての、結核を除く二類感染症患
者に対する入院医療、地域の各
医療機関における院内感染防止
や医療従事者の医療安全と感染
防止に対する意識の向上
②有明医療圏域内における新型
インフルエンザ等のパンデミック
対策としての、医師会をはじめと
する地域の医療機関等との連携
強化、当院を中心とした、有事の
際に素早く対応できる医療体制の
構築

①感染床病床2床（北病棟1階）に
陰圧装置を設置し、第二種感染
症指定医療機関としての機能の
強化を図った
②地域の医療機関と感染対策に
関して相互に視察や研修等を行
い、課題等を確認するとともに、
有明保健所や医師会等と連携し
て、有事の際に対応できる体制を
引き続き構築していく
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

２．経営基盤の安定
　１．地域医療構想
を踏まえた役割の明
確化

（1）地域医療構想を
踏まえた当院の果
たすべき役割

①↑

②↑

③↑

④→

⑤→

2-1-(1)-①

→ 2-1-(1)-②

①→

②↑
2-1-(1)-③

→ 2-1-(1)-④

↑ 2-1-(1)-⑤

③他の医療機関との機能分化・
強化と連携

①地域医療連携システムの利用
拡大
②地域の医療機関、介護事業者
との更なる連携による退院調整
の円滑化、平均在院日数の短縮
化（患者の早期在宅復帰）、紹介
率等の向上

①②地域医療連携機能の向上
平均在院日数：16.0日
紹介率：H28 67.8%
逆紹介率：H28 115.7%

②急性期後の受け皿としての機
能

回復期リハビリテーション病棟の
充実、在宅復帰支援機能の強化

回復期リハビリテーション病棟入
院医療管理料（Ⅱ）の施設基準と
病床利用率の維持

①診療機能の充実 ①地域救命救急センターの指定
を目指し、脳卒中、急性心筋梗塞
を中心とした循環器系疾患の対
応を充実
②診療科を堅持するとともに、増
加する需要にも対応できるよう体
制を強化
③心疾患及び脳疾患対応への更
なる強化
④「呼吸器系」についての常勤医
師確保
⑤高度医療、不採算・特殊部門に
関わる医療や感染症医療等の政
策的医療についての充実、災害
拠点病院の指定

①②⑤救急科医師1名の増加
有明地域医療構想調整会議や有
明地域保健医療推進協議会及び
救急部会等において、当院の災
害拠点病院、地域救命救急セン
ターの指定に関する現状説明や
提案等の実施
③循環器内科1名増加
④今後も大学医局等への継続的
な要請を行い、常勤体制を目指
す

⑤予防医療・健康づくり対策 健康管理センターの強化、市や
関係団体との協力による、予防医
療・健康づくり対策への積極的な
取組み

平成28年度、労働安全衛生法に
基づき、院内職員を対象にストレ
スチェックを導入

④快適な療養環境の整備 地域住民の医療サービス向上の
ための、快適な療養環境の整備

新築移転を控える中、患者さんか
らのご意見から実現可能なもの
から優先順位をつけ、整備に取り
組んでいる
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

→ 2-1-(1)-⑥

（2）地域包括ケアシ
ステムの構築に向
けた当院の果たす
べき役割

①→

②―
2-1-(2)

541,047 千円 506,961 千円 ↓ 2-1-(3)

救急医療 225,592 千円 217,779 千円 ↓ 2-1-(3)

保健衛生行政経費 0 千円 0 千円 ― 2-1-(3)

研究研修費
経営研修費

10,725 千円 9,589 千円 ↓ 2-1-(3)

追加費用負担経費 9,171 千円 4,480 千円 ↓ 2-1-(3)

基礎年金負担経費 88,851 千円 82,741 千円 ↓ 2-1-(3)

児童手当に要する経
費

16,733 千円 17,593 千円 ↑ 2-1-(3)

基準外退職者増によ
る経費

0 千円 0 千円 ― 2-1-(3)

院内保育所の運営
に要する経費

6,762 千円 5,798 千円 ↓ 2-1-(3)

⑥安定した経営による良質な医
療の提供

更なる経営的な体力の強化、収
益性やライフサイクルコストを考
慮した上での充実した施設の整
備

新築移転を控える中、新規の設
備投資は最小限とし、細やかな経
費の節約や改善を病院全体で
行っている

①地域医療連携の推進、介護施
設等との更なる連携強化
②新たな拠点地域が形成される
ような施設整備

①医師会や薬剤師会、看護協会
等各種関連団体と各種勉強会や
研修会を通して、協力・推進を
図っている
②新病院開院時に、地域コミュニ
ティーやまちづくりに資する環境
やサービスの確保を目指す

（3）一般会計との負
担区分 総　額

医業
収益

収
益
的
収
支

医
業
外
収
益
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

公立病院改革の推
進に要する経費

4,968 千円 2,700 千円 ↓ 2-1-(3)

建設改良（利息） 5,112 千円 4,817 千円 ↓ 2-1-(3)

高度医療 37,619 千円 34,927 千円 ↓ 2-1-(3)

小児医療 5,578 千円 11,964 千円 ↑ 2-1-(3)

周産期医療 14,381 千円 19,777 千円 ↑ 2-1-(3)

感染症医療 16,428 千円 20,535 千円 ↑ 2-1-(3)

資本費繰入収益 65,041 千円 74,261 千円 ↑ 2-1-(3)

建設改良（元金） 0 千円 0 千円 → 2-1-(3)

建設改良費 34,086 千円 0 千円 ↓ 2-1-(3)

9,900 人 10,902 人 ↑ 2-1-(4)

1,651 人 1923 人 ↑ 2-1-(4)

1,273 件 1226 件 ↓ 2-1-(4)

60.0 ％ 67.8 ％ ↑ 2-1-(4)

105.0 ％ 115.7 ％ ↑ 2-1-(4)

（4）医療機能等指標
に係る数値目標設
定と考え方

救急患者数

紹介率

逆紹介率

救急患者数（うち入院）

手術件数

（3）一般会計との負
担区分

資
本
的
収
支

他
会
計
繰
入
金

収
益
的
収
支

医
業
外
収
益
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

86.0 ％ 81.5 ％ ↓ 2-1-(4)

90.0 ％ 89.6 ％ ↓ 2-1-(4)

2 人 2 人 → 2-1-(4)

8 人 9 人 ↑ 2-1-(4)

　２．経営の効率化
101.7 ％ 107.1 ％ ↑ 2-2-(1)-①

96.6 ％ 104.4 ％ ↑ 2-2-(1)-①

-1.2 ％ -5.4 ％ ↑ 2-2-(1)-①

-5.1 ％ -9.0 ％ ↑ 2-2-(1)-①

27.1 ％ 21.6 ％ ↑ 2-2-(1)-①

60.6 ％ 57.4 ％ ↑ 2-2-(1)-②

22.2 ％ 21.6 ％ ↑ 2-2-(1)-②

14.0 ％ 13.2 ％ ↑ 2-2-(1)-②

8.0 ％ 8.3 ％ ↑ 2-2-(1)-②

86.5 ％ 83.0 ％ ↓ 2-2-(1)-③
　③ 収入確保に係
るもの

経常収支比率

医業収支比率

不良債務比率

資金不足比率

累積欠損金比率

職員給与費対医業収益比率

材料費対医業収益比率

薬品費対医業収益比率

（1）経営指標に係る
数値目標設定と考
え方
　①　収支改善に係
るもの

　② 経費削減に係
るもの

診療材料費対医業収益比率

病床利用率

（4）医療機能等指標
に係る数値目標設
定と考え方

在宅復帰率（一般）

在宅復帰率（回復期）

臨床研修医受入人数（基幹型）

臨床研修医受入人数（協力型）
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

17.5 日 16.0 日 ↑ 2-2-(1)-③

237 人 227.5 人 ↓ 2-2-(1)-③

44,940 円 47,288 円 ↑ 2-2-(1)-③

369 人 370 人 ↑ 2-2-(1)-③

17,209 円 17,400 円 ↑ 2-2-(1)-③

38 人 38 人 → 2-2-(1)-④

331 百万円 623 百万円 ↑ 2-2-(1)-④

1,056 百万円 858 百万円 ↑ 2-2-(1)-④

①→
②→
③→
④→
⑤→

2-2-(2)-①

①→

②↑

③↑

2-2-(2)-②

　③ 収入確保に係
るもの

　④ 経営の安定性
に係るもの

平均在院日数

1日当たり入院患者数

入院診療単価

1日当たり外来患者数

外来診療単価

常勤医師数

現金保有残高

企業債残高

（２）目標達成に向け
た具体的取り組み
　◆ 具体的な取り
組み（一部に成果を
挙げているが継続
するものを含む）

①メディカルスタッフの確保
　(過重労働対策含)

①基幹型臨床研修病院の指定
②医学生,看護学生奨学金貸付
制度を実施
③院内保育所の設置
④医療秘書の採用
⑤非常勤医師等の雇用

①H28 2名受け入れ
②H28 医師8名 看護師10名
③④⑤現状を維持し、業務負担
の軽減等に努めている

②人材の育成

①各種学会の教育関連施設の指
定を目指す
②認定看護師や認定技師等の修
得を支援　(認定技師免許更新の
更新料等一部負担)
③職員の各種学会や団体での発
表を推進

①資格要件等を満たせるよう検
討を行い、指定を目指している
②次年度2名大学入学予定（H28
年度入試に合格：認知症、糖尿
病）
③H28年度実績 各種学会等に5
座長、55演題の発表

22



大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

①↑

②↑
2-2-(2)-③

→ 2-2-(2)-④

①↑

②↑

③→

④→

2-2-(2)-⑤

→ 2-2-(2)-⑥

①→

②→
2-2-(2)-⑦

（２）目標達成に向け
た具体的取り組み
　◆ 具体的な取り
組み（一部に成果を
挙げているが継続
するものを含む）

③能率給制度の実施
　給与額の適正化

①人事評価制度の構築
②能率給制度の導入・実施

①②人事等に関する規程の制
定、改正を行い、地方公務員法に
基づく人事評価制度を本格実施

④民間出身者の採用
職員採用において、民間病院を
はじめとした民間企業出身者を採
用

これまでと同様に新規採用におい
て、新卒だけではなく、業務に応
じて民間企業等の経験者も採用
し、これまでの経験等を当院の今
後に生かせるような体制を継続す
る

⑤民間委託の活用(価格交渉や
院外一括供給方式)

①薬品・診療材料ＳＰＤシステム
の継続
②材料の価格交渉や後発医薬品
採用の推進
③検査試薬や内視鏡機器の保守
委託やリース
④給食業務や外来医事業務等の
委託

①診療材料SPDをプロポ－ザル
による業者選定を行い、更に契約
単価等を削減した
②後発医薬品指数、病院目標
80%を達成
③内視鏡の購入に関し、一括購
入とVPP方式と比較検討し、イニ
シャル・ランニングコストを総合的
に判断し、経費の節減に努めた
④現契約内での業務を継続

⑥管理会計の実施 部門別原価計算等の実施

原価計算は経営企画課内の体制
の再構築を行う
毎年度の事業計画について、翌
年度に点検等を行い、現状を院
内だけではなく、外部にも公表

⑦平均在院日数短縮
　病床利用率のＵＰ

①病床管理委員会や病棟調整会
議、看護師長ミーティングの継続
②地域連携の充実、退院調整の
円滑化

①相談支援センター職員による
入院直後からの退院支援介入の
実施
②紹介患者増のため、地域内の
医療・介護施設等への訪問の増
加

23



大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

①→

②↑
2-2-(2)-⑧

①→

②↑
2-2-(2)-⑨

①→

②→
2-2-(2)-⑩

①↑

②→
2-2-(2)-⑪

　◆ 新病院建設に
向けての更なる取り
組み ①↑

②→
2-2-(2)-⑫

①→

②↑
2-2-(2)-⑬

⑨ＩＴ化の推進
①電子カルテの更新・継続
②地域医療連携ネットワークシス
テムの利用者の拡大

①平成29年度電子カルテ更新を
予定し、内容等の検討を開始
②熊本県地域医療等情報ネット
ワーク（くまもとメディカルネット
ワーク）の運用開始

⑩予防医療・生活習慣病予防

①予防と早期発見に努め、重症
化を防ぎ、地域住民の健康管理
をサポート
②健診後の迅速・適正なフォロー
アップ

①健診受診者数 H28 5,352人
特定健診数H28 254人
大規模認知症コホート研究協力
総被検者数 1,500人超
②健診後の精査等必要な方の予
約調整等必要に応じて実施

⑪感染症対策の指導的役割
①感染症に対する拠点機能を担
う
②感染症対策に係る人材育成

①感染床病床2床（北病棟1階）に
陰圧装置を設置し、第二種感染
症指定医療機関としての機能の
強化を図った
②全職員に対して感染予防に関
する研修等を実施している（年２
回及びｅ-ラーニング）

⑫職員数の適正化

①医療の質や経済効果を考慮し
た人員配置
②委託職員や非常勤職員の効率
的な配置

①②診療報酬改定と新病院の開
院を見据えた効率的な配置を行う
医師事務作業補助者を採用し、
費用の増加だけではなく、加算の
取得による収益増にも資する

⑧適正な診療報酬の確保
①診療報酬の算定漏れの防止
②迅速な施設基準の取得

①医事課、査定委員会による請
求業務の改善を図っている
②施設基準の取得（退院支援加
算１、医師事務作業補助体制加
算１、後発品使用体制２、腹腔鏡
下肝切除術）

⑬高齢者医療等に対応できる診
療科の充実

①呼吸器内科医師の常勤医師化
②各診療科医師数の維持・増員

①非常勤体制の呼吸器内科医師
については、今後も大学医局等
への継続的な要請を行い、常勤
体制を目指す
②循環器内科・救急科各1名増加
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

①→

②→
2-2-(2)-⑭

― 2-2-(2)-⑮

↑ 2-2-(2)-⑯

→ 2-2-(2)-⑰

　３．再編・ネット
ワーク化

→ 2-3

⑮地域コミュニティーやまちづくり
への貢献

地域に開かれた病院として、院内
のホールや会議室等を地域の
方々に活用いただき、また、市民
の方々にボランティアや勉強会に
参加いただける体制づくり

新病院開院時に、地域コミュニ
ティーやまちづくりに資する環境
やサービスの確保を目指す

⑯光熱水費・燃料費の削減 燃料費や電気ガス水道代の削減

電力自由化に伴う電気料金の契
約変更と節電により、年間3,858
千円（5%）削減
H27 76,428千円
H28 72,570千円

⑭適正な病床数
①稼働病床２５６床の維持
②新病院開院後２７４床の稼動

①②現病院では入院患者の療養
環境を優先し、新病院では十分な
病室の広さを確保し２７４床を活
用する

神経内科の入院患者の増加に伴
い、早期の転院を促すため、大牟
田地域も含めての逆紹介を増加
し、各医療機関との協力体制を強
化し、結果として有明地域医療連
携ネットワークの拡大にも繋がっ
た

⑰地域救命救急センターの指定 地域救命救急センターの指定

大学医局への訪問や、臨床研修
医の救急医を目指すキャリアパス
の支援等を実施し、救急医等常
勤医師の増員を行い、新病院開
院頃に指定を目指す
有明地域医療構想調整会議や有
明地域保健医療推進協議会及び
救急部会等において、現状説明
や提案等の実施
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

　４．経営形態の見
直し

→ 2-4

　５．数値目標等
　　　収支計画 5,814 百万円 5,864 百万円 ↑ 2-5-(1)

料金収入 5,447 百万円 5,491 百万円 ↑ 2-5-(1)

その他の医業収益 367 百万円 373 百万円 ↓ 2-5-(1)

　うち他会計負担金 226 百万円 218 百万円 ↓ 2-5-(1)

339 百万円 350 百万円 ↑ 2-5-(1)

他会計負担金 79 百万円 92 百万円 ↑ 2-5-(1)

他会計補助金 141 百万円 123 百万円 ↓ 2-5-(1)

国（県）補助金 12 百万円 15 百万円 ↑ 2-5-(1)

長期前受金戻入 14 百万円 14 百万円 → 2-5-(1)

その他の医業外収益 94 百万円 105 百万円 ↑ 2-5-(1)

6,153 百万円 6,213 百万円 ↑ 2-5-(1)

中長期的視野での地方独立行政
法人化に向けて、累積欠損金及
び比率の減少を目指す
　H26 2,061百万円（37.4%）
　H27 1,674百万円（30.5%）
　H28 1,264百万円（21.6%）

経常収益

（１）収益的収支の
状況 医業収益

医業外収益

収
　
　
入

収
　
　
入
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

6,017 百万円 5,618 百万円 ↑ 2-5-(1)

職員給与費 3,520 百万円 3,365 百万円 ↑ 2-5-(1)

材料費 1,290 百万円 1,267 百万円 ↑ 2-5-(1)

経費 903 百万円 714 百万円 ↑ 2-5-(1)

減価償却費 272 百万円 234 百万円 ↑ 2-5-(1)

その他の医業費用 31 百万円 38 百万円 ↓ 2-5-(1)

34 百万円 182 百万円 ↓ 2-5-(1)

支払利息 8 百万円 10 百万円 ↓ 2-5-(1)

その他の医業外費用 25 百万円 172 百万円 ↓ 2-5-(1)

6,051 百万円 5,800 百万円 ↑ 2-5-(1)

102 百万円 413 百万円 ↑ 2-5-(1)

12 百万円 1 百万円 ↓ 2-5-(1)

うち他会計繰入金 0 百万円 0 百万円 → 2-5-(1)

14 百万円 3 百万円 ↑ 2-5-(1)

支
　
　
出

（１）収益的収支の
状況

医業費用

医業外費用

経常費用

特別利益

特別損失

特
別
損
益

経常損益
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

-2 百万円 -2 百万円 → 2-5-(1)

100 百万円 411 百万円 ↑ 2-5-(1)

1,574 百万円 1,264 百万円 ↑ 2-5-(1)

1,326 百万円 1,604 百万円 ↑ 2-5-(1)

1,485 百万円 1,510 百万円 ↓ 2-5-(1)

うち一時借入金 450 百万円 450 百万円 → 2-5-(1)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(1)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(1)

-72 百万円 -321 百万円 ↑ 2-5-(1)

361 百万円 163 百万円 ↓ 2-5-(2)

34 百万円 0 百万円 ↓ 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

不
良
債
務

流動資産

流動負債

翌年度繰越財源

当年度許可債で未借入
又は未発行の額

不良債務

他会計負担金

他会計借入金

他会計補助金

企業債

累積欠損金

（１）収益的収支の
状況

純損益

特別損益

特
別
損
益

（２）資本的収支の
状況

収
　
　
入

他会計出資金
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

0 百万円 14 百万円 ↑ 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

395 百万円 177 百万円 ↓ 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

395 百万円 177 百万円 ↓ 2-5-(2)

建設改良費 405 百万円 178 百万円 ↑ 2-5-(2)

275 百万円 275 百万円 → 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

18 百万円 21 百万円 ↓ 2-5-(2)

698 百万円 474 百万円 ↑ 2-5-(2)

303 百万円 297 百万円 ↑ 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

支
　
　
出

支
　
　
出

支出計

損益勘定留保資金

利益剰余金処分額

（２）資本的収支の
状況

収
　
　
入

うち翌年度へ繰り越される
支出の財源充当額

前年度同意等債で
当年度借入分

純計

企業債償還金

他会計長期借入金返還金

その他の支出

国（県）補助金

その他の収入

収入計

差引不足額

補
て
ん
財
源
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

303 百万円 297 百万円 ↑ 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

303 百万円 297 百万円 ↑ 2-5-(2)

0 百万円 0 百万円 → 2-5-(2)

1056 百万円 858 百万円 ↑ 2-5-(2)

506 百万円 507 百万円 ↑ 2-5-(3)

34 百万円 0 百万円 ↓ 2-5-(3)

540 百万円 507 百万円 ↓ 2-5-(3)

101.7 ％ 107.1 ％ ↑ 2-5-(4)

96.6 ％ 104.4 ％ ↑ 2-5-(4)

-1.2 ％ -5.4 ％ ↑ 2-5-(4)

その他の補てん財源

計

補てん財源不足額

当年度許可債で未借入
又は未発行の額

実質財源不足額

他会計借入金残高

医業収支比率

経常収支比率

（３）一般会計からの
繰入金の見通し 収益的収支

合計

資本的収支

企業債残高

（２）資本的収支の
状況

補
て
ん
財
源

繰越工事資金

（４）各種数値目標
（再掲）

不良債務比率
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

-5.1 ％ -9.0 ％ ↑ 2-5-(4)

27.1 ％ 21.6 ％ ↑ 2-5-(4)

60.6 ％ 57.4 ％ ↑ 2-5-(4)

22.2 ％ 21.6 ％ ↑ 2-5-(4)

薬品費対医業収益比率 14.0 ％ 13.2 ％ ↑ 2-5-(4)

8.0 ％ 8.3 ％ ↑ 2-5-(4)

86.5 ％ 83.0 ％ ↓ 2-5-(4)

17.5 日 16.0 日 ↑ 2-5-(4)

237 人 227.5 人 ↓ 2-5-(4)

44,940 円 47,288 円 ↑ 2-5-(4)

369 人 370 人 ↑ 2-5-(4)

17,209 円 17,400 円 ↑ 2-5-(4)

38 人 38 人 → 2-5-(4)

331 百万円 623 百万円 ↑ 2-5-(4)

（４）各種数値目標
（再掲）

1日当たり外来患者数

常勤医師数

現金保有残高

診療材料費対医業収益比率

病床利用率

平均在院日数

1日当たり入院患者数

資金不足比率

累積欠損金比率

職員給与費対医業収益比率

材料費対医業収益比率

入院診療単価

外来診療単価
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大 中

項　　目 H２８　目標
（繰入金内訳は予算額）

H２８　実績　 達成度 No.
小

1,056 百万円 858 百万円 ↑ 2-5-(4)

（４）各種数値目標
（再掲）

企業債残高
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第３      荒尾市民病院あり方検討会設置要綱  

 （趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 荒 尾 市 民 病 院 あ り 方 検 討 会 （ 以 下 「 検 討 会 」

という。）の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。  

 （設置）  

第２条  荒尾市民病院（以下「市民病院」という。）が地域の中で果

た す べ き 医 療 を 安 定 的 か つ 継 続 的 に 提 供 し て い く た め 、 検 討 会 を

設置する。  

 （所掌事務）  

第 ３ 条  検 討 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 検 討 し 、 そ の 結 果 を 市

長に提言する。  

(1) 地域の中核病院としての役割に関すること。  

(2) 経営形態のあり方に関すること 。  

(3) 病院経営の効率化に関すること。  

(4) 地域の住民及び医療機関との連携に関すること。  

(5) 市民病院中期経営計画の実施状況の点検及び評価に関するこ  

と。  

(6) 前各号に掲げるもののほか、病院運営に際し特に重要と認め  

られる事項  

 （組織）  

第４条  検討会は、委員８人以内で組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 学識経験を有する者  

(2) 医療又は病院経営に関して精通している者  

(3) 地域の医師会を代表する者  

(4) 地域住民を代表する者  

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

（任期）  

第 ５ 条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と し 、 欠 員 を 生 じ た 場 合 の 補 充 委 員 の

任期は、前任者の残任期間とする。  

 （会長及び副会長）  

第６条  検討会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２  会長は、検討会を代表し、会務を総理する。  

３  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠

けたときは、その職務を代理する。  
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 （会議）  

第７条  検討会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。  

２  検 討 会 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で き な

い。  

３  会 長 は 、 必 要 に 応 じ 、 委 員 以 外 の 者 に 会 議 へ の 出 席 を 求 め 、 意

見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。  

 （庶務）  

第８条  検討会の庶務は、総務部政策企画課において処理する。  

 （雑則）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 検 討 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な

事項は、会長が検討会に諮って定める。  

 

附  則  

 この告示は、平成２ ５年１０月１日から施行する。  
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第４        荒尾市民病院あり方検討会委員名簿 

 

       （五十音順（委員）・敬称略） 

氏 名 役 職 名 備 考 

小野 友道 熊本大学 名誉教授 会 長 

鴻江 圭子 熊本県老人福祉施設協議会 会長  

下條 寛二 株式会社 近代経営研究所 専務取締役  

開田 ひとみ 九州看護福祉大学 准教授  

藤瀨 隆司 荒尾市医師会 会長 副会長 

丸山 秀人 荒尾市社会福祉協議会 会長  

森 美智代 熊本県立大学 教授  

吉田 定信 有明保健所 所長  

 

 

 

 

第５      荒尾市民病院あり方検討会  開催経過 

   

回 数 開 催 日 主 な 内 容 

第１回 平成３０年２月１３日 

・ 平成２８年度決算及び平成２９年度の

収支状況について 

・ 荒尾市民病院中期経営計画の実施状況

に関する点検・評価について 

 

    

 

 


